
【z280】県職員の勤務一時間当たりの給与額の計算

年間の給与額〔円／年〕＝月間の給与額〔円／月〕×１２〔月／年〕

月間の給与額＝給料の月額＋諸手当の月額

給料の月額＝給料月額＋給料の調整額

諸手当の月額＝初任給調整手当＋地域手当＋月額特殊勤務手当＋特地勤務手当＋寒冷地手当＋農林漁業普及指導手当

地域手当＝給料の月額×支給割合

特地勤務手当＝（（異動時の給料の月額/2）＋（支給日の給料の月額）/2））×支給割合

年間の正規の勤務時間＝（ 勤務時間〔時／日〕×5〔日／週〕×52〔週／年〕）－（勤務時間〔時／日〕×18〔日／年〕）

 ＝（ 7.75〔時／日〕×5〔日／週〕×52〔週／年〕）－（7.75〔時／日〕×18〔日／年〕）

 ＝ 1875.5〔時／年〕 　（再任用４／５勤務は 1,500.4〔時／年〕　１／２勤務は 937.75〔時／年〕）

注）地域手当と特地勤務手当は、基本額から扶養手当を除いて計算する。

勤務一時間当たりの給与額（Ａ）＝
年間の正規の勤務時間（Ｃ）

年間の給与額（Ｂ）


